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法定協議会の概要 

１．法定協議会設置の目的 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19年法律第 59 号）に基づき、臨海副都心

周辺地域における公共交通協議会を設置する。 

臨海副都心周辺地域では、オリンピック・パラリンピックを契機に、環状 2 号線の開通、選手

村跡地をはじめとする開発により、現在と状況が大きく変化することが予想されている。また、

この地域は都心と臨海副都心を結ぶ南北方向の公共交通が脆弱である。 

これらの現状を踏まえ、ＢＲＴの運行や都バスの再編などバスを中心とした交通体系を形成し、

現状の交通混雑の解消はもとより、大幅な交通需要の増大への対応を図る必要がある。これらの

解決を目的として、臨海部地域公共交通網形成計画（以下、網形成計画と記載）を策定すること

を前提に法定協議会を設置する。 

また、平成 26年度より設置した「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴ協議会」の趣旨を継続し、

当協議会においてＢＲＴ事業計画について協議を行う。 

＜計画の体系＞

活性化再生法に基づく臨海副都心周辺地域における公共交通協議会 

地域公共交通活性化再生法 

活性化再生法に基づく 公共交通の基本方針（平成 26 年度策定） 
●国が策定した基本方針（まちづくりとの連携に配慮） 

   地域公共交通網形成計画：協議会の協議を経て都が策定 

●国が策定する基本方針に基づき、公共交通のマスタープランとなる計画を作成 

●コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携、地域全体を見渡した面的な公共交通ネッ
トワークの再構築について、基本的な方針を示す 

●地方公共団体が協議会における協議を経て作成し、国土交通大臣に送付 

地域公共交通再編実施計画：都が策定 

●地域全体の公共交通ネットワークを総合的に
再編する具体的な取組みを記載 

●地方公共団体が事業者等の同意の下に作成の
上、国土交通大臣の認定を受けることができる 

道路運送高度化実施計画：事業者が策定 

●BRTの整備に関する具体的な取組みを記載 

●事業を実施する者が作成の上、国土交通大臣
の認定を受けることができる 

H27年度目途 

 

H28年度以降 

●補助制度の活用や、新設事業運営会社に対する鉄道運輸機構による出資制度の活用が可能 

ＢＲＴ事業計画 

●基本計画をブラッシュアップ       ●実行に向けた体制を作る 

H28年度以降 
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2．協議会で議論する計画について 

 

（1）地域公共交通網形成計画（Ｈ27 年度末を目途） 

網形成計画とは、「地域にとって望ましい公共交通網のすがた」を明らかにする「マスタープ

ラン（ビジョン＋事業体系を記載するもの）」として役割を果たす。 

地方公共団体が協議会を開催しつつ、交通事業者等との協議の上で作成する。 

  ○策定のメリット 

   ①地域公共交通政策の憲法（ビジョン、事業実施の根拠の共有化） 

   ②まちづくりとの連携強化（土地利用との整合） 

   ③関係者間の連携強化（法定協議会を通じた関係者間の調整） 

   ④公共交通担当者の「遺言」（政策の継続性） 

地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画策定のための手引き【平成 27 年５月 国土交通省】より 

 

（2）関連する計画の策定 

○ＢＲＴ事業計画（Ｈ27 年度末を目途） 

都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴに関する基本計画に即して、運行事業である京成バス株

式会社と詳細な検討により策定する。 

＜事業計画の構成＞ 

①コンセプト、トータルデザイン 

②事業スキーム（事業者と新会社） 

③ルート・停留施設（位置、ベイ形状、停留所機能） 

④運行計画（運行時間帯、時刻表等） 

⑤車両計画 

⑥関連施設計画（車庫、営業所、水素ステーション等） 

⑦運賃収受方法 

⑧ＢＲＴ優先システム（ＰＴＰＳ、ＢＲＴ専用・優先レーン） 

⑨新技術の活用（正着システム等） 

⑩他モード連携、街づくり連携 

⑪接遇、社員募集、社員教育、安全対策 

⑫BRT事業が与える社会環境への影響や便益等の考え方について 

⑬推進体制、スケジュール 
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３．法定協議会と各区協議会・各区担当部署との関連について 

 

①協議議決事項 網形成計画の作成及び変更（②書面決裁事項、③報告事項を除く）。 

その他、会長が必要と認める事項。 

②書面議決事項 緊急を要するとき又は会長が必要と認めるとき。 

複数区を跨いで運行を行う公共交通（ＢＲＴ、路線バスなど）の変更のうち 

１つの行政区で完結するものに伴い、網形成計画を変更する場合。 

③報告事項     １つの行政区で完結する運行を行う公共交通（コミュバスなど）の変更に伴い、

網形成計画を変更する場合（関係区が、会議前に公共交通事業者と協議の上、

会議へ報告。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各区の個別協議会、各区の担当部署、法定協議会事務局 

公共交通の運行事業者（コミュバス、鉄道、バス、BRTなど） 

従来通り    相談、調整、協議 

活性化再生法に基づく法定協議会 

①協議事項 ②書面事項 ③報告事項 

Q：変更する公共交通の運行は１つの行政区で完結？複数区を跨ぐ公共交通？ 

A：複数区を跨ぐ（路線バスなど） A:１つの行政区で完結 

（コミュバスなど） 
Q:変更箇所は１つの行政区で完結する変更？区域内の複数区を跨ぐ変更？ 

A:１つの行政区で完結する変更 A:複数区を跨ぐ変更 

各区と法定協議会（協議、書面、報告）の関係図 

※協議会前に関係区と事業者（及び関係者）間で事前に協議の上で 
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４．事業実施に向けた計画について 

○道路運送高度化実施計画（Ｈ28 年度～） 

●運行事業者が策定し、国からの認定を受けることができる 

●認定を受けることにより、ＢＲＴ等の運行を行う新設事業運営会社が、国等からの出資を

受けることができる 

○地域公共交通再編実施計画（Ｈ28 年度～） 

●地方公共団体が事業者の同意のもとに策定し、国からの認定を受けることができる 

●認定を受けることにより、手続きのワンストップ化などの特例を受けることができる 


